
 

≪参考≫ 関係法令 

 

○児童虐待の防止等に関する法律 

（通告又は送致を受けた場合の措置）  

第八条 

２ 児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一

号若しくは第二項第一号又は第二十五条の八第一号の規定による送致を受けたときは、児

童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協

力を得つつ、当該児童との面会その他の当該児童の安全の確認を行うための措置を講ずる

とともに、必要に応じ同法第三十三条第一項 の規定による一時保護を行うものとする。  

 

（児童虐待に係る通告）  

第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道

府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の

設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 

 

 

 

 

○児童福祉法 

第十一条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。   

二 児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。  

イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。  

ロ 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするもの

に応ずること。 

ハ 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的

及び精神保健上の判定を行うこと。 

ニ 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。  

ホ 児童の一時保護を行うこと。 

へ 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこ

と。 


